
 

農地法第３条の規定による許可申請書添付書類一覧 

添付書類 
個人申請 法人申請 

市内居住者 

一般 

市外居住者 

一般 

市内居住者 

新規就農 

市外居住者 

新規就農 

市内所在法人 

一般 

市外所在法人 

一般 

市内所在法人 

新規参入 

市外所在法人 

新規参入 

申請地の土地登記事項証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

営農計画書 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

耕作証明書  ○    ○  △ 

固定資産税評価額証明書 ○ 
（生前一括贈与） 

○ 
（生前一括贈与） 

○ 
（生前一括贈与） 

○ 
（生前一括贈与） 

    

定款又は寄付行為の写し     ○ ○ ○ ○ 

組合員、株主又は社員名簿の写し     ○ ○ ○ ○ 

解除条件付の契約書の写し 

（賃借の場合） 
△ △ △ △ 

○ ○ ○ ○ 

農地所有適格法人が申請する場合は不要 

農
地
法
施
行
規
則
第
⒑
条
第
１

項
た
だ
し
書
き
（
単
独
申
請
） 

期間入札調書・特別売却調書 ○ 
（競売・公売） 

○ 
（競売・公売） 

○ 
（競売・公売） 

○ 
（競売・公売） 

    

公正証書 ○ 
（遺贈） 

○ 
（遺贈） 

○ 
（遺贈） 

○ 
（遺贈） 

    

判決書 ○ 
（判決の確定） 

○ 
（判決の確定） 

○ 
（判決の確定） 

○ 
（判決の確定） 

    

和解調書 ○ 
（裁判上の和解） 

○ 
（裁判上の和解） 

○ 
（裁判上の和解） 

○ 
（裁判上の和解） 

    

調停調書 ○ 
（民事調停） 

○ 
（民事調停） 

○ 
（民事調停） 

○ 
（民事調停） 

    

家事審判書・調停調書 ○ 
（家事審判） 

○ 
（家事審判） 

○ 
（家事審判） 

○ 
（家事審判） 

    

損益計算書又は総会議事録の写し     ○ ○ ○ ○ 

その他審査の上で必要なもの 
（現況写真・公図・作業日誌・農業研修受講証等） 

△ △ △ △ △ △ △ △ 

※通数は１通。○印は必須書類。△印は審査の上で必要な場合に添付。 



 

農地法第４条・第５条の規定による許可申請書添付書類一覧 

添付書類 個人申請 法人申請 

法人登記事項証明書  
※左記のいずれかの書類  ○ 

定款 もしくは 寄付行為の写し 

申請地の土地登記事項証明書 ○ ○ 

位置図（縮尺５万分の１ないし 1万分の１程度）  ○ ○ 

土地利用計画図 取水・排水経路明示 ○ ○ 

資金調達を証する書面（金融機関の融資証明書・残高証明書・予算議決書等） 
○ 

 

○ 

 

所有者の同意書 ○ 
（所有権以外の権原に基づく申請の場合） 

○ 
（所有権以外の権原に基づく申請の場合） 

耕作者の同意書 ○ 
（申請地に小作権等があった場合） 

○ 
（申請地に小作権等があった場合） 

土地改良区の意見書 ○ 
（申請地が土地改良区の受益地区の場合） 

○ 
（申請地が土地改良区の受益地区の場合） 
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期間入札調書・特別売却調書 ○（競売・公売の場合） ○（競売・公売の場合） 

公正証書 ○（遺贈の場合） ○（遺贈の場合） 

判決書 ○（判決の確定の場合） ○（判決の確定の場合） 

和解調書 ○（裁判上の和解の場合） ○（裁判上の和解の場合） 

調停調書 ○（民事調停の場合） ○（民事調停の場合） 

家事審判書・調停調書 ○（家事審判の場合） ○（家事審判の場合） 

公図 ○ ○ 

現況図 付近の状況が分かるもの（住宅地図等） ○ ○ 

他法令の許可・認可・承認を了していることを証する書面 ○（該当する場合） ○（該当する場合） 

水利権者の同意書 ○（該当する場合） ○（該当する場合） 

排水経路図（農業用水路に排水の場合 ※位置図に記載のある場合は不要）   

建築物平面図 ○（建築物がある場合） ○（建築物がある場合） 

併用地の土地登記事項要約書（写し） ○（併用地がある場合） ○（併用地がある場合） 

その他審査の上で必要なもの（現況写真・事業見積書・工程表等） △ △ 

※通数は１通（ただし、転用面積４ｈａ超のものは３通）。○印は必須書類。△印は審査の上で必要な場合に添付。 


